
団
体
の
政
治
活
動
に
関
す
る
規
程

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
、
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
県
知
事
の

選
挙
に
お
い
て
」
を
削
り
、
「
法
第
百
六
十
八
条
第
一
項
」
を
「
法
第
百
六
十
八
条
第
一
項
又
は
福
岡

県
議
会
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
発
行
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
四

十
二
号
。
以
下
「
選
挙
公
報
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
」
に
、
「
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議

員
の
選
挙
に
あ
っ
て
は
、
」
を
「
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
県
議
会
議
員
の
選
挙
に
あ

っ
て
は
、
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
法
第
百
六
十
七
条
」
を
「
法
第
百
六
十
七
条
又
は
選
挙
公
報
条
例
第
二
条

」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
法
第
百
六
十
八
条
第
一
項
」
を
「
法
第
百
六
十
八
条
第
一
項
又
は
選
挙
公

報
条
例
第
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
法
第
百
六
十
九
条
第
五
項
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比

例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
名
簿
届
出
政
党
等
の
掲
載
文
の
掲
載
の
順
序
の
く
じ
を
除
く
。
）

」
を
「
法
第
百
六
十
九
条
第
五
項
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の

選
挙
に
お
け
る
名
簿
届
出
政
党
等
の
掲
載
文
の
掲
載
の
順
序
の
く
じ
を
除
く
。
）
又
は
選
挙
公
報
条
例

第
四
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
中
「
法
第
百
六
十
八
条
」
を
「
法
第
百
六
十
八
条
又
は
選
挙
公
報
条
例
第
三
条
」
に
改

め
る
。

第
三
十
二
条
第
三
項
を
削
る
。

第
十
四
号
様
式
中
「
公
職
選
挙
法
第
百
六
十
八
条
第
一
項
」
を
「
公
職
選
挙
法
第
百
六
十
八
条
第
一

項
（
福
岡
県
議
会
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
発
行
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
一
項
）
」
に
、

「
選
挙
（
福
岡
県
第　

区
）
」
を
「
選
挙
（　

区
）
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

目

次

選
挙
管
理
委
員
会

○
公
職
選
挙
法
及
び
同
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
選
挙
運
動
及
び
政
党
そ
の
他
の

政
治
団
体
の
政
治
活
動
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

�

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
一

正

誤

○
福
岡
県
の
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十
六
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号
）
中

正
誤�

…
…
…
…
…
二

選
挙
管
理
委
員
会

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
三
号

公
職
選
挙
法
及
び
同
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
選
挙
運
動
及
び
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
政
治
活

動
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
十
七
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已

公
職
選
挙
法
及
び
同
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
選
挙
運
動
及
び
政
党
そ
の
他
の
政
治
団

体
の
政
治
活
動
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

公
職
選
挙
法
及
び
同
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
選
挙
運
動
及
び
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
政
治
活

動
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
年
一
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

公
職
選
挙
法
及
び
同
法
施
行
令
等
の
規
定
に
よ
る
選
挙
運
動
及
び
政
党
そ
の
他
の
政
治
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番
号

ペ
ー
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欄

行

備　

考

正

誤

上

下

26
・
12
・
25

号外③

人
事
委
員

会
規
則

22

10

◯

後
ろ
か

ら
４

追
加

47
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◯

を

46
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◯

に
、

47
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に
、
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